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　住民税や国民健康保険税などの督促状を放置していませんか？　納付が困難な場合は、電話または直接ご相談ください。 ID1011494i納
税課☎（338）6822、保険年金課☎（338）3313市税の納付が困難な方へ

令和８年度固定資産税(償却資
産)申告のお願い
　市内に土地および家屋以外の事業
用償却資産を所有している方は、毎
年１月１日(賦課期日)現在における償
却資産について、償却資産申告書の
提出をお願いします(昨年度の申告内
容と同じ方や資産無しの方も要申告)。
申告期間１月５日㈪～２月２日㈪ 備
考電子申告の詳細は、eLTAXURLhtt 
ps://www.eℓtax.ℓta.go.jp 参照 ID
1001873i償却資産に関すること＝
課税課☎(338)6838、eLTAXに関す
ること＝eLTAXヘルプデスク☎(05 
70)081459

税理士による無料申告相談①事
前予約枠②当日受け付け枠
d１月26日㈪～30日㈮午前９時30分
～午後４時30分(４時まで受け付け。
最終日は３時30分まで)b市役所西
第１～３会議室t市内在住者c①各
110人程度(申し込み先着順)②各40

人程度(会場先着順)n所得税・復興
特別所得税・個人消費税など持ち物
前年の申告書の控えなど申告に必要
な書類、個人番号確認書類、本人確
認書類、あらかじめ集計した医療費
控除の明細書(医療費控除を受ける
方のみ)備考土地、建物および株式
などの譲渡所得、相続・贈与の相談
は不可。相談者以外への申告書配布
はなし ID1001827m①１月９日㈮午前
９時から、インターネット手続きで、
日野税務署URLhttps://coubic.com/
hinozei/booking_pages#pageCo 
ntent ②当日午前10時か
ら、直接会場へi日野税
務署☎042(585)5661へ

東寺方複合施設整備に向けた地
域協議会の第２回中間報告会
　東寺方複合施設の老朽化を受け、
地域の代表者などで構成される地域
協議会と協力しながら、今後の整備
に向けた検討を進めています。
d１月17日㈯午前10時～正午b総合

体育館第１会議室c50人程度(会場
先着順)n東寺方複合施設に関する
地域協議会のこれまでの検討・取り
組み内容の報告備考詳細は、公式ホ
ームページ参照 ID 1018929m当日直
接会場へi行政管理課☎(338)6948 
・v(337)7658

ペットボトル分別のお願い

備考ラベルとキャップは「プラスチ 
ック」へ ID1011868i資源循環推進課
☎(338)683 
6・v(356) 
3919

　多摩センター地区の活性化施策
の一環として、平成16年10月31日
に「多摩センター親善大使」に任命
されたハローキティの絵柄入り住
民票を、同年11月から多摩センタ
ー駅出張所で交付しています。
　このたび国の地方公共団体情報
システム標準化に伴い、様式が変
更するため「ハロ
ーキティ絵柄入
住民票」の交付
は12月27日㈯で
終了します。
　現在、サンリ

オピューロランドの開業35周年を
記念し、ペデストリアンデッキで
は多摩センター地区連絡協議会の
協力のもと、フラッグ掲出でお祝
いしています。今後も引き続き「ハ
ローキティにあえる街　多摩セン
ター」に取り組み、盛り上げていき
ます。
ID 1001755i
住民票につい
て＝市民課☎ 

(338)6880、35周年記念フラッグの
掲出について＝経済観光課☎(338) 
6830

ハローキティ絵柄入り住民票の交付を終了します
～21年間ありがとうございました～

　地震発生時、自分の身の安全を確保した後に何をするか
知っていますか？　見学のみもできますので、ぜひお越し
ください(見学は午後２時～３時30分。室内運動靴要持参)。

・和田中学校 ・諏訪中学校 ・聖ヶ丘中学校 ・多摩永山中学校 
・落合中学校 ・青陵中学校 ・連光寺小学校 ・聖ヶ丘小学校
・西落合小学校 ・瓜生小学校 ・東落合小学校 ・豊ヶ丘小学校 

令和７年度 多摩市総合防災訓練を実施します

●訓練内容　発災時の初動から避難所の運営までの流れを再現します。

●訓練会場※会場変更する場合あり

１.サイレン吹鳴
　訓練開始時刻（午後1時）にサイレ
ンが鳴ります。サイレンが聞こえた
ら、各ご家
庭で「無事
です」の掲
示をお願い
します！

２.安否確認訓練
　地域の自主防災組織などのメンバ
ーが、「無事です」の数を集計します。

３.避難所開設訓練
　地域の自主防災組織などのメンバ
ーが避難所（訓練会場）に駆け付け、
市職員と共に避難所を開設します。

４.安否集約訓練
　各地域の安否確認結果を、各避難
所で集計します。

５.資器材体験訓練
　避難所にあるさまざまな資器材の
使い方を学び、体験します。

▲️�詳細は�
こちら

1月31日㈯
午後1時～4時

ID 1017238i防災安全課☎
(338)6802・v(339)7422

　ニュースなどで地震や風水害などの災害の様子が報道されています。災害が発生した時、
あなたや大切な人の命・財産を守るためには、事前の準備が大切です。
　今回は、「携帯トイレの備蓄」について紹介します。
●携帯トイレはなぜ必要？
　大地震が発生すると、建物内の下水管などが壊れ、トイレが使えな
くなる場合があります。
　過去の災害でも、トイレが使えないために食べたり飲んだりする量
を減らし、体調を崩す方がいました。普段とは全く違う生活を送らな
ければいけない災害時こそ、しっかりと栄養を取り、体調を維持することが大切です。
　災害時でも使える携帯トイレを準備し、健康を維持できるようにしましょう。「家族の人
数×５個×７日分」を目安に準備をお願いします。

いつか必ず起こる災害…
準備はできていますか？

Voℓ.１ ID1015586
i防災安全課☎(338)6802

　断水したときは、災害時給水ス
テーションで１人３リットルを目
安に飲料水を配布します。もしも
の時のため、近くの災害時給水拠
点を確認しておきましょう。
災害時給水拠点桜ヶ丘配水所(桜ヶ丘４－10)、落
合配水所(中沢１－12)、愛宕配水所(愛宕２－51)、
南野給水所(南野２－16)、聖ヶ丘給水所(聖ヶ丘
４－１)、並木公園(応急給水槽)持ち物清潔な容
器i東京都水道局お客さまセンター☎
0570(091)100・☎042(548)5110

災害時に水を配ります
～災害時給水ステーション～
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